
令和４年度 第１４回 役員会議事要旨 
 

日 時：令和５年１月１０日（火）               午後１時３０分開会 
                               午後２時４５分閉会 

場 所：Web 会議 

 

出席者：総長、山口理事、横田理事、増田理事、山本理事、菅原理事、行松理事、梅原理事 
 

欠席者：なし 
 
（オブザーバー） 

    髙橋監事、石川監事、石森副学長、長谷山副学長 
 
 
 

議事に先立ち、総長から、吉見理事が病気療養中のところ１月２日に逝去されたことについて報告

があり、出席者全員で黙祷を捧げた後、総長から吉見理事の生前のご功績に対して謝辞が述べられた。 
 
次に、資料に基づき、１２月５日の令和４年度第１３回役員会の議事要旨に係る確認があった。 
 
 

議        事 

 

 

議案１ 本学の法人文書管理について 

 行松理事から、資料に基づき、本学の法人文書管理について、今後法人文書は、電子媒体により作

成すること、本年度中に法人文書の電子的管理に係るシステムを導入し、令和５年度から運用を開始

し、文書を電子媒体で保存すること等について説明があり、審議した結果了承された。 

 

協議事項１ 全学運用教員の措置について 

 総長から、資料に基づき、令和５年４月１日付けで４件の全学運用教員措置の必要性が生じたこと

等について説明があった後、引き続き山本理事から、全学運用教員については、措置の必要性を検証

の上、全学的な見地から真に必要なもののみ措置を行うこと等について説明があり、協議した結果了

承され、１月２５日の部局長等連絡会議で意見聴取を行うこととなった。 

 

報告事項等１ 理事の職務分担及び総長の職務代理の指名順位について 

 総長から、資料に基づき、理事の職務分担について報告があった後、総長の職務代理の指名順位に

ついて、１月２日に逝去された吉見理事に代わり、第３順位を増田理事として指名したこと等につい

て報告があった。 
 
報告事項等２ 第４期中期計画の変更及び同実行計画の見直しの方針について 

 山口理事から、資料に基づき、第４期中期計画の変更手続きについて、文部科学省提出分は、第３

期までとの変更はなく、大学管理分は、中期目標の達成に貢献できる全学的な新規事業等を新たな計

画として追加できることとすること、また、中期計画実行計画の見直しについて、第４期から年度計



画が廃止されたことや学内の自己点検・評価のスケジュールが変更される予定であること等を踏ま

え、これまで３月末までに完了させてきたものを、１０月頃までに完了させるよう実施時期を改める

こと等について報告があった。 

 
報告事項等３ 第４期中期目標期間における部局等の中期計画の取扱いについて 

 山口理事から、資料に基づき、第４期中期目標期間における部局等の中期計画について、経営戦略

室にて取扱いを定めたこと、第３期からの変更点は、部局等の優れた取組を「質保証報告書」や「統

合報告書」等の本学として独自に作成する各種報告においても積極的に活用するという点であること

等について報告があった。 

 
報告事項等４ 会計検査院による令和４年度会計実地検査の結果について 

 行松理事から、資料に基づき、１２月１２日から１２月１６日までの５日間にわたり行われた会計

検査院による会計実地検査の結果について、本学に関する個別の指摘はなかったこと、他大学に対す

る検査の進捗に応じ、改めて資料の提出や調書の作成等の依頼を受ける可能性があること等について

報告があった。 

 

報告事項等５ 会計検査院による令和３年度決算検査報告説明会について 

 行松理事から、資料に基づき、会計検査院による令和３年度決算検査報告について、国の出資法人

等における監事・監査役業務の遂行及び適正かつ効率的な予算の執行のために、各法人等が検査結果

を参考とする趣旨で、１２月に会計検査院による決算検査報告説明会が開催されたこと、本学に対す

る掲記事項はないこと等について報告があった。 

 

報告事項等６ 令和５年度運営費交付金等予定額について 

 行松理事から、資料に基づき、令和５年度運営費交付金等予定額について、基幹運営費交付金は令

和４年度比で約２２０百万円の減額となったこと、令和５年度「客観・共通指標による評価結果」に

ついて、本学の影響額は約５２百万円の減額となったこと等について報告があった。その後、菅原理

事から、資料に基づき、施設整備費補助金について、「施設整備事業」は文部科学省へ要求した事業

のうち要求順位１位から３位及び７位事業の４件、採択済みの国債事業２件が措置されること等につ

いて報告があった。 

 

報告事項等７ 役員の退職手当の支給について 

 行松理事から、資料に基づき、本年１月２日に逝去された吉見理事の退職手当の額の算出方法及び

業績勘案率について説明があり、総長から、１月２０日の経営協議会に付議することについて報告が

あった。 

 


